
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  みなし役員とは 

Ｑ：法人税では、商法上の役員でもないの

に役員とみなして取り扱う規定があるそうで

すが、みなし役員とはどういう人をいうので

すか？ 

 

Ａ：次の要件の該当する人です。 

【解説】 

法人税では、役員に対する報酬や賞与に損

金算入規制をかけていますので、同族会社に

おいては、これを逃れるため実質的には役員

であるにもかかわらず使用人の肩書きを使う

ということが行われることがあります。 

そこで、法人税では、こうした行為を規制

するため、みなし役員という規定を設け、商

法上の役員以外の者であっても、一定の要件

に該当する者を役員とみなすとしているので

す。 

みなし役員に該当する者は次のように規定

されています。 

①  法人の使用人以外の者でその法人の経営

に従事しているもの 

※相談役、顧問その他これらに類する者で

その法人内における地位、その行う職務等

からみて他の役員と同様に実質的に法人

の経営に従事していると認められる者が

含まれます。 

②  同族会社の使用人のうち所定の持株要件

を満たす者で、その会社の経営に従事して

いるもの 

経営に従事しているかどうかは、会社の経

営上の重要事項の決定に参画しているかどう

かなどから総合的に判断されます。 
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